
 鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

  令和７年９月２５日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第４３号 

   鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条

例第６６号）の一部を次のように改正する。 

別表第 1項の表紙すき体験の項中「７００円」を「１，０００円」に改める。 

   附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する

条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に納付すべき

利用料金について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料金については、な

お従前の例による。 

３ この条例の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前

日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前



項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


